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参加者の有無を確認する公募手続に係る公示書 

 

令和８年７月６日 

 

福岡市水道局浄水部多々良浄水場 

 

１．公募の趣旨 

本件は、長谷ダムに設置している空気揚水筒の消耗部品の取替を行うものである。 

本設備は、常時、ダム湖内に空気を送り込み、対流撹拌作用により水質改善を図るた

めの重要な機器であり、製造者独自の技術により設計、製作され、その設備の詳細な構

造は公開されていない。そのため専門技術を要し、本設備を熟知している業者以外では、

設備全体を正常に動作させ所定の機能と能力を発揮させることは困難であり、本設備に

不具合を生じさせるリスクが高まるとともに、不具合が生じたときに責任の所在が明確

にできない。 

公募の結果、応募者がいない場合、応募者があっても４．の公募要件を満たすと認め

られる者がいない場合、公募要件を満たすと認められる者がすべて辞退した場合は、特

定の者との随意契約の手続に移行する。 

なお、４．の公募要件を満たすと認められる者がいる場合は、指名競争入札を実施す

る予定である。 

 

２．請負契約等の概要 

（１）請負契約の件名 

長谷ダム空気揚水筒修理 

（２）請負契約の内容 

長谷ダムの空気揚水筒の消耗部品を取り替えるもの。 

（３）履行期間（予定） 

契約締結の翌日から令和９年３月１５日まで 

 

３．参加資格 

参加意思確認書を提出する者は、次のいずれにも該当する者でなければならない。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（２）当該公募の公示日における福岡市競争入札参加資格者名簿において、２.（２）の

登録業種区分の名簿に登載されていること。ただし、当該公募の公示日における福岡

市競争入札参加資格者名簿の申請区分業種にない業務等を発注する場合を除く。 

（３）「福岡市競争入札参加停止等措置要領」に基づく競争入札参加停止措置、競争入札
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参加資格取消措置又は排除措置を受けている期間でないこと。ただし、当該公募手続

の結果行うこととなった指名競争入札等の手続期間において、「福岡市競争入札参加

停止等措置要領」に基づく競争入札参加停止措置、競争入札参加資格取消措置又は排

除措置を受けている期間が終了していると判断されるものを除く。 

 

４．公募要件 

 ア 福岡市内に本店または支店を有すること。 

イ 市町村税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

 ウ 常勤の自社社員で、当該設備に精通した技術者を施工に従事する作業員として

配置することが可能であること。 

エ 過去において、同種・同規模（ダムに設置されている空気揚水筒）の修理を国、

地方公共団体から直接受注した実績があること。 

 

５．手続等 

（１）公募説明書の配布期間、配布場所及び配布方法等 

① 配布期間 

令和８年７月６日 ～ 令和８年７月２１日までの（閉庁日を除く。） 

毎日、１０時００分から１６時００分まで 

② 配布場所 

水道局浄水部多々良浄水場 

所在地 糟屋郡粕屋町戸原北二丁目２番８号 

電 話 ０９２－９３８－４８１０ 

担 当 浄水第２係 仁田原 

③ 配布方法 

配布場所において配布する。 

④ 配布書類 

公募説明書、参加意思確認書 

（２）参加意思確認書の提出期間、提出場所及び提出方法 

① 提出期間 

令和８年７月７日 ～ 令和８年７月２１日までの（閉庁日を除く。） 

毎日、１０時００分から１６時００分まで 

② 提出場所 

（１）②に同じ 

③ 提出方法 

応募者は、「参加意思確認書」に請負契約等の履行に必要な要件を満たすことを証

する書類を作成・添付し、提出期限までに直接持参すること。 
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（３）その他 

① 参加意思確認書が提出期限までに到達しなかった場合は、参加意思確認書の提出

を無効とする。 

② 参加意思確認書を提出した者に対して、審査結果を書面により通知する。 

③ ②の通知で、請負契約等の履行に必要な要件を満たさないとされた者は、通知をし

た日の翌日から起算して７日以内に、書面により、事業所管局に対して、請負契約等

の履行に必要な要件を満たさないとされた理由について説明を求めることができる。 

 

６．問い合わせ先 

水道局浄水部多々良浄水場 

所在地 糟屋郡粕屋町戸原北二丁目２番８号 

電 話 ０９２－９３８－４８１０ 

担 当 浄水第２係 仁田原 

 

７．予算その他本市の事情により、当該公募手続の中止又は当該手続により行うこととなっ

た当該業務の指名競争入札を中止する場合がある。 

 

８．その他詳細は公募説明書による。 


